
　東京都建築安全条例第3条

路地状敷地の取り扱い 東京都建築安全条例第3条

参　　考

関係法令

①路地状部分の幅員が、奥の部分に比較して十分に広い場合

②路地状部分が、奥の敷地と比較して大きい場合

③路地状部分が、一定の幅員を有しており、奥の部分に比較して大きい場合

1.下記のいずれかに該当する敷地は路地状敷地と扱わないこととする
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